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エイズ治療拠点病院の 概要 

0  HIV 感染者やエイズ 患者が安心して 医療を受けられる 病院を地域に 

整備するために、 厚生労働省が 各都道府県に 設置を求めている 病院で、 
平成 5 年 (1 9 9 3 年 ) 7 月に厚生省 ( 厚生労働省 ) が各都道府県に 2 

力 所以上の選定を 求める通知を 発出したことが 契機。 

0  当時「 mIV 感染者・エイズ 患者の診療経験がない」「 HIV 感染者・ ェ 

イズ患者を診察・ 治療することによる 医療従事者の HIV 感染が不安」 
という理由などで mV  感染者・エイズ 患者の診療を 拒、 する 矢療機   

がでていた、 という理由による。 

0  拠点病院は、 平成 1 7 年 1 月末現在、 3 7 0 カ所 ( 別添 1) の医療機 

闇 が選定されており、 地域別に 8 つのブロック (m り添 2) 、 「 ゴヒ 海道」「 東 

Ⅱ ヒ 」「関東・甲信越」「 ゴヒ陸 」「中国・四国」「東海」「近畿」「九 ) 、 l 、 l . 沖縄」 

に 分けられている 

エイズ治療拠点病院の 機能 

エイズに関する 総合的かっ高度な 医療の提供 
情報の収集、 地域の他の医療機関への 情報提供 
地域内の医療従事者に 対する教育 等 

@ イズ治療拠点病院に 対する交矧 

国は、 拠点病院の整備のために 予算 ( 補助金 ) を支出 

( 個室、 カウンセリング 室 等の整備 ) 

拠点フロック 病院 

ブロック拠点病院は、 それぞれのブロックの 中心的な病院 

「高度な診療を 提供しつつ、 臨床研究、 ブロック内の 拠点病院等の 医 一 
療 従事者に対する 研修、 医療機関及び 患者・感染者からの 診療相談への 
対応等の情報提供を 通じ、 ブロック内のエイズ 医療の水準の 向上及び地 
域格差の是正に 努める」こととしている。 
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HlV 医療提供体制の 充実 

囲 
①効率かっ適切な 医療提供体制の 整備 

・エイズ治療拠点病院の 質的是正 

・各都道府県の 中核拠点病院を 中心とした HlV 医療体制の構築 

必要に応じて、 拠点病院間、 他の医療機関と 連携・協力が 得られる体制の 確保 

・拠点病院の 診療機能情報の 提供促進 

②人材育成の 推進 

・ H@V 診療医師等の 人材養成 

③歯科診療機関の 確保 

@ な 指摘されている 現状認識・課題 

・特定の病院 (ACC, ブロック拠点病院等 ) への患者の偏在 ( なぜか ?) 

づ 患者の選択 ( 口 コミ等で、 経験のあ る病院へ集中 ) 

づ 病院の都合 ( 未経験病院では、 患者を受けたくない ) 

・痢病連携、 病 診 連携が進んでいない。 ( なぜか ?) 

づ 更正医療の問題 

・地域の中核であ る高度先進、 救急対応可能病院が 拠点病院として 指定されてい 

るため、 長期療養機能を 持たないあ るいは長期療養病院との 連携が充分でない 

・検査機会の 拡大が必要 

  H l V 患者に対する 歯科診療上の 間 題 が指摘されている 

今後の対応方向 

①医療提供体制の 再編 

Ⅰ 都道府県において 拠点病院の機能分化を 進める 

例 :.0 中核拠点病院の 新設 

0 都道府県における 計画的なⅡ l v 医療体制の整備 

2  中核拠点病院の 支援を通じて、 都道府県内の 全体の拠点病院の 質的向上を図る 

3  プロック拠点病院は 中核拠点病院支援・ 連携を通じて、 拠点病院の質的向上を 

図る 

②人材育成の 推進について 

③歯科診療機関の 確保、 受入の拡大 

④ 患き 教育の充実、 行動変容を含めたケ ア 手法の開発 
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エイズ発生動向に 関する根拠について 

廣染症法 ( 感染症の予防及び 感染症の患者に 対する医療に 関する法律 )l 
0 第 12 条 

令 第 1 項 医師は 、 次に掲げる者 (*]) を診断したときは、 厚生労働省令で 定 蜘ゆ   。 "       " 。       。 """W     "       。 " 

地厚生労働省令で 定める事項 (* ろ ) を最寄りの保健所長を 経由して 

都道府県知事に 届け出なければならない。 

(81)  後天性免疫不全症候群の 患者 ( 無 症状   原体 保   者を   む。 ) 

H I V 感染者・エイズ 患者 

(*2)  診断した患者及び 当該感染症について 同項による届   が既になさ 

れていることを 知っている場合。 
病状変化報告 (HI V づ エイズ ) 

は法定報告の 対象外。 

(*3)  医師が届け出なければならない 事項 

  感染症の名称及び 当該者の症状 

  診断方法 

・初診年月日及び 診断年月日 

・病原体に感染したと 推定される年月日 ( 感染症の患者にあ っては、 

発病したと推定される 年月日を含む。 ) 

・病原体に感染した 原因、 感染経路、 病原体に感染した 地域又はこれ 

らとして推定されるもの 

・診断した医師の 住所及び氏名 

@ 長通知 ( 平成 11 年 3 月 19 日付 健医疾発 第 30 号エイズ疾病対策課長 )@ 
0  従来実施しているエイズ 病原体感染者の 、 病状変化に関する 報 止は ロ 、 上記 。 省 

会報告から除かれているものの、 当該事項に関する 報告は、 治療法がますま 

す進歩している 現在において、 エイズ対策の 推進を図る上で 重要な情報とな 

っている。 

0  本年 4 月 1 日から当分の 間、 感染症新法第 12 条に基づく医師の 届出と同様、 

最寄りの保健所を 経由し、 報告を依頼する。 

病状変化報告 
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現行の報告システムの 問題点 は ついて 
( 平成 16 年 4 月 26 日 厚生労働省エイズ 動向委員会 ) 

エイズ動向調査は、 HI¥ 感染者や AIDS 患者の発生の 的確な把握を 行 う ためのシステム 

であ るが、 その観点から 見て、 感染症法施行以降のシステム ( 以下、 「新システム」 ) に 

は 、 エイズ予防法 下の システム ( 以下、 「 旧 システム」 ) と共通した、 あ るい ほ 新たに見 

られる問題点があ る。 エイズ動向調査による 実態把握をより 正確なものとするためには・ 

今後のシステム 改訂の際に考慮する 必要があ る。 

1) 重複報告の問題 

新システムの 報告 票は、 旧 システムの場合と 同様・同一者が 異なる医療機関から 報 

告 されても、 それを原則的に 区別することができないため、 重複報告が含まれる 可能 

性があ る。 流行の推移に 伴って、 今後重複報告の 割合がどのように 変動するかは 予測 

し得ないため、 今後の実態把握における 不確定要因となり 得る。 

また、 HIV 感染者、 AIDS 患者に見られる 高率の感染経路不明 側 は 、 両 システムに共 

通する問題点であ り・感染経路の 正確な把握を 妨げるため、 流行状況の的確な 把握に 

支障をきたす 可能性もあ る。 

2) 病変報告の問題 

第一に、 病変報告 票 には、 感染経路、 感染場所等 や 、 初回報告に関する 項目が含ま 

れていないため、 病変報告による AIDS 患者 ( 以下、 「病変 AIDS 」 ) を、 感染経路、 感染 

場所等によって 分類することができない。 このため、 病変 AIDS は、 たとえ捕捉されて 

も 、 感染経路や感染場所等が 不明な何として 扱われることとなる。 

第二に、 病変報告 票は 、 初回報告を行った 後に、 その臨床経過に 応じて、 改めて 報 

告 するものであ るという性格上、 報告漏れの危険を 伴うが、 病変 AlDS や死亡数の動向 

は、 最近の治療の 進歩を反映し 得るものであ るため、 病変報告 票 による報告件数が 低 

下すればエイズ 動向調査から 患者発生の動向に 関する情報の 一部が脱落する 恐れがあ 

る 。 

第三に、 病変 AIDS は、 AIDS 患者の中で、 以前 HI¥ 感染者として 捕捉されていた 者で 

あ り、 病変 AlDS 数が正確に把握できれば、 病変 AIDS 以外の AIDS 数 との対比によって、 

全 HlV 感染者数 ( 注 : 潜在感染者を 含む ) の推計が可能となるため、 推計および将来 

予測上の最も 基本的な情報として 利用されてきた。 従って、 病変 AIDS の報告漏れがあ 

ったり、 感染経路別の 分類が不可能であ ると、 全 HIV 感染者数の推計や 予測の支障と 

なる。 



第四に、 HIV 感染の診断は 検査後短期間で 結果が出るが、 A@DS 指標疾患の確定診断 

には一週間以上かかることがあ る。 このため、 初診 時 既に AlDS を発症しているにも 関 

わらず、 HlV 感染者として 報告され、 その後、 病変報告として 発症または死亡例として 

報告されている 可能性があ る。 

3) 今後検討を要する 問題 

人権 への配慮等、 感染症法の趣旨を 尊重しっ っ 、 エイズ動向調査をさらに 充実させ 

るためには、 以下の点を検討する 必要があ ると考えられる。 

① 報告の意義とシステムに 関する医師への 普及啓発 

報告の源は医師であ るため、 正確な情報記載の 意義や病変報告の 意義を医師に 徹 

底し、 記載漏れや報告漏れの 防止を図る必要があ る。 

② 保健所の役割強化 

新システム下では、 保健所を経由して 情報収集が行われる。 従って、 報告を受け 

た保健所が、 記載漏れを テェック するとともに、 報告医師に対して 病変報告の存在 

等についての 周知を行うよさにすれば・ 動向調査の質の 向上を図ることができる。 

③ 個人を同定し 得ない照合情報の 導入 

重複報告の問題を 解決するために、 生年月日、 あ るいは欧米諸国で 実施されてい 

るような個人の 特定にっながらないコードを 報告項目に導入すれば、 報告間の照ら 

し 合わせが可能となり、 また、 病変 AIDS から再び有用な 情報が得られることとなる。 

④ 外国人患者、 感染者のために 通訳サービスの 導入・普及 

患者、 感染者が外国人の 場合、 意思疎通が困難なために 感染経路が不明となる 場 

合があ る。 外国人報告例で 特に不明が多 い のは、 これが原因であ ると考えられる。 

通訳サ ーピス が普及すれば、 医療の向上に 資するのみならず、 動向調査の質の 向上 

に資するところも 大きい。 

鍍 "" 
居住地情報を 得るために、 初回報告 票 に都道府県等の 居住地の項目を 追加する必 

要があ る。 病変報告 票 と初回報告 票 との照らし合わせを 可能とするために、 オンラ 

インファイルに、 報告医師名や 医療機関 名 あ るいは、 病変報告 票 に更に必要な 情報 

の追加等についても 検討する必要があ る。 
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テーマ : 国際連携の必要性について 

( 玉城 委貝 提出資料 ) 

l. HlV には国境がない。 

2. 交通手段の発展と 人口移動が著しい。 

3, エイズは水際作戦では 予防できない。 

4. とくに東南アジア 諸国の HlV/A@ 状況は、 わが国の HlV/AlDS 疫学と流行に 影響 

を 与える。 

5 これらの国々での 感染予防はわが 国の対策に間接的に 貢献する。 したがって 、 わ 

が 国への波及という 観点からも、 関係諸国での 流行対策への 国際協力は意義があ 

る。 

6 また、 とくにアフリカ 諸国おいて、 エイズによる 人的、 社会的、 および経済的 損 

失は大きく、 貧困問題と重なって、 これらの諸国の 存亡に係る問題であ る。 した 

がって、 エイズは常に、 国連ねよ ぴ G8 などのその他の 国際政治の重要課題であ る。 

ァ ・ このような国際状況において、 国際社会の重要な 一員として、 エイズ問題に 対す 

る国際協力は 避げられないし、 逆に積極的に 参加することによって、 わが国の国 

際的地位を向上させるべきであ ると考える。 

8. さらに、 研究での国際協力があ る。 たとえば、 日本 - タイとの共同によるエイズ 

ワクチンの開発などがそのモデルであ る。 この国際協力が 成功した背景には 両国 

が対等のパートナ 一であ るという考え 方が出発点になっていたということが 考え 

られる。 

9. 対等のパートナーとして 両国で開発したエイズワクチンにはそれぞれが 所有意識 

を持ち、 自分で開発したという 誇りがあ り、 今後の臨床治験の 進展にも何らかの 

影響を与えることが 予想される。 

10 ．わが国の研究の 国際的位置を 築くためにも、 エイズワクチンの 臨床治験において 

さらなる国際協力が 不可欠であ る。 

結論 : 

エイズ問題は 現在、 グローバルヘルスの 観点からだけではなく、 社会経済お 

よび国際政治の 視点からも最大懸案の 一つであ るといっても 過言ではない。 ま 

た 拡大し続仕るエイズは 世界の平和と 安全にも少なからず 影響を与えている。 
国際社会の一員としてばかりではなく、 わが国のエイズ 対策の観点からも、 

国際協力を積極的に 推進すべきであ ると考える。 
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今後の方向性の 提案 例 

口 エイズ予防財団海覚実施 研タ 

提案 : 

]. 研修目的を明確にし、 その目的に合った 研修生を募集すること。 

2. 研修生にはそれぞれ 課題を課し、 目的を明確にして、 研修してもらうこと。 

3. 研修目的および 課題に沿って ( たとえば成功事例の 収集 ) 、 報告書を簡潔にまとめ 

ること。 

4. たとえば、 世界エイズ会議などへ 参加する場合には、 各研修生の守備範囲を 明確 

にし、 会議期間中、 情報の確認を 全員で毎日行 う こと。 

5. 報告書の中にわが 国の課題や今後への 提案などの一部を 規定の様式で 報きさせる 

こと。 

6, 報告書の提案が 一元化できるシステム ( データベースなど ) を構築し、 いつでも 

簡単に検索できるようにすること。 
7, 厚生科研 費 研究発表会などの 一般公開において、 発表の機会を 与え、 情報を共有 

するように努めること。 

結論 : 

研修の目的と 課題を研修生に 明確にして、 その成果を今後の 行政、 研究、 対 

策などに生かせるシステムを 開発すること。 

0 % 究 事業等で把握している 海外情調 

問題点 : 

]. 厚生労働省の 中のいろいろな 部署で実施されている 海外事業の情報が 十分に把握 

しきれていない。 

2. 情報の一元化がなされていない。 

提案 : 

1. 省内の情報だけでも 一元化できるシステムを 構築する。 

2 このためのシステム 作りを外部 ( 研究者 ) に委託する。 

3. システムの維持管理についても 可能な限り外部委託する。 

4. このために十分な 予算を継続的に 計上する。     

結論 : 

省内関連情報の 一元化のためのシステムを 構築し、 そこからデータの 検索を 

行い施策決定に 役立てること。 
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